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本日の趣旨/資料説明の流れ
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（3）西浦和駅周辺におけるエリアプラットフォームの方向性(案)について

その他

今後の予定

本日の趣旨

令和３年度に西浦和駅周辺まちづくり方針を策定し、現在その方針を実行に移すためのアク
ションプランの策定に向け検討を進めています。第１回検討会では、アクションプラン策定
(案)の説明を行いました。今回は、第１回検討会以降でのアクションプラン(案)の状況報告
を行い、次年度以降のまちづくりの取組について、共通理解を深めることを趣旨としていま
す。
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第１部

(仮称)西浦和駅周辺まちづくりアクションプラン(案)について
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(1)検討会の振り返り
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1）開催概要/検討会の様子

 第５回 まちづくり検討会（令和６年度）

 令和７年度 第１回 まちづくり検討会

【目的】

西浦和駅周辺まちづくりの周知及び(仮称)西浦和

駅周辺まちづくりアクションプランの策定に向け

て、現状及び課題について共有を図るとともに意

見交換を行う。

【日程】

令和７年１月２８日(火)・２９日(水)

【目的】

(仮称)西浦和駅周辺まちづくりアクションプラン

の策定に向けて検討案を報告し共通理解を深める。

【日程】

令和７年６月２２日(日)・２４日(火)



(1)検討会の振り返り
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• 事業内の優先的な整備計画や工程、方針、具体的な定義等の情報を共有して欲しい

• 高齢者等が車を駅前までつけての利用が想定されるため、その辺は考えないといけない

• まちづくりプラットフォームを設け、意見交換と周知を進め機運を高めて欲しい

• 地権者にとってはまちづくりが大事であり、また組織づくりもおこなっているため、今後も協力して取り組んでいきたい

• 再開発を促進する地域に入っていないので、アクションプランの手法の中で、用途地域の見直しや地区計画の活用を記載

して欲しい

• 駅前の公園広場と連携してＵＲ団地につながる緑の空間を作って欲しい

• 重点プロジェクト１・２を進める上で、早急に重点プロジェクト３を立ち上げて欲しい

• 住民と行政の協働で商業地への高度利用を進展させて欲しい

• 今後のまちづくりを地権者とともに進展させて欲しい

• 多くの方にこの動きを広げるため、重点プロジェクト３を早く作り活動を開始して欲しい

• 地権者との話し合いを重点的に行い、合意形成を図って欲しい

• ＵＲの計画や産業集積地域の動きを情報共有して欲しい

 検討会の中でいただいたご意見（抜粋）

 アンケート結果とりまとめ（抜粋）

 問１

今回の検討会でご説明した（仮称）西浦和駅周辺まちづくりアクションプランについて、お気づきの点やご意見等が
ございましたら、ご自由にお書きください。

 問２

その他、今後のまちづくりの進め方や会議の運営・進行について、ご意見やご提案があれば、ご自由にお書きください。

2）検討会での意見/アンケート結果とりまとめ(一部抜粋)
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(2)アクションプラン(案)の状況報告

 アクションプランとは

令和３年度策定のまちづくり方針の深度化を図り、具体的なまちの将来像を示し共有を図るとともに、
その実現に向けた具体的な取り組みを明確にし、まちづくりを効果的・効率的に進めていくために策定す
るものです。
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(2)アクションプラン(案)の状況報告

 まちづくりで重視すべき要素とまちづくりの方針

まちづくりで重視すべき要素

（参考）前回検討会時の取組図



快適
・環境

Well-beingの
向上を目指した

西浦和のまちづくり
で重視すべき要素

居場所
住居

つながり利便

安全

・公園
・歩行環境

・まちづくり
組織の発展

・交流

・地域活動
・新たな団地

・移動
・生活サービス

・防災
・交通安全

アクション
プラン

まちづくり
方針（R3）

駅へのアクセス まちの安全性・
快適性

まちの賑わい・
活性化

周辺地域との
連携

土台となる要素
（従前の取り組みの継続が中心）

今後付加価値となる要素
（戦略的に将来像実現を図るために具体化）

7

(2)アクションプラン(案)の状況報告

 まちづくりで重視すべき要素とまちづくりの方針

令和５年度に実施したグループインタビューの結果をふまえ、まちづくり方針（Ｒ３）の要素をベースとしつつ
今後の西浦和のＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ の向上を目指したまちづくりにおいて重視すべき要素を設定しました。

設定した要素ごとに方針や手法の再整理をあわせて行いました。

１｜利便
（１）駅へのアクセス性の向上
（２）駅を中心とした回遊のサポート
（３）駅前の土地活用の促進

２｜安全
（１）交通安全性の向上
（２）災害に強いまちづくりの推進
（３）長期未着手の土地区画整理事業の

廃止と改善方策の実施

３｜快適・環境
（１）歩行者が快適に移動できる道路

空間の形成
（２）公園等のオープンスペースの確保

４｜居場所・住居
（１）駅前の居場所づくり
（２）多様な世代が暮らしつづけ

られる田島団地の再生の支援

５｜つながり
（１）地元組織の活動支援による住民同士の交流の促進
（２）田島団地の再生による新たな交流の場所づくり
（３）産業集積拠点の形成に向けた民間企業の誘致

※ウェルビーイング（Well-being）は、well（よい）とbeing（状態）からなる言葉。
世界保健機関（WHO）では、ウェルビーイングのことを『個人や社会のよい状態。健康と同じように日常生活の
一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定される（翻訳）』と紹介しています。

※
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(2)アクションプラン(案)の状況報告

 まちづくりの方針



(2)アクションプラン(案)の状況報告
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 まちづくりの方針図

「まちづくりの方針」に沿って、土地利用のゾーニング、整備を進める道路や駅前広場等を図にまとめ
たのが以下の方針図です。

公
園
等 公園・広場等配置検討エリア

駅前直近エリア



(3)重点プロジェクトについて
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 ３つの重点プロジェクト/地域と連携して優先的に実施する取組

重点プロジェクト１ 西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

重点プロジェクト２ 市街地改善のまちづくりの推進と土地区画整理事業の廃止

重点プロジェクト３ まちづくりの実施体制の構築

重点プロジェクト１重点プロジェクト２

主に駅前直近エリアが対象

田島団地とも連携していく

主に土地区画整理事業エリアが対象

産業集積拠点や田島団地とも
連携していく

重点プロジェクト１、２を進めていくにあたって⇒ 新たなまちづくり体制づくり

地域と連携して優先的に実施する取組を「重点プロジェクト」として位置付けます。



(3)重点プロジェクトについて
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 重点プロジェクト１｜西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

（参考）前回検討会時の取組図



(3)重点プロジェクトについて
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田島団地
（URが再生事業推進中）

西浦和駅前地区
取組のまとめ

Ｎ

0m 50m 100m

南北方向の
アクセス道路を

拡幅整備

交通広場への東西方向の
アクセス道路を拡幅整備

自家用車
タクシー

北口駅前広場
（暫定整備）

賑わいが生まれる
ストリートの形成

地域活動との連携地域活動との連携

まちづくり連携用地
の有効活用

まちづくり連携用地
の有効活用

通過交通の抑制

まちづくり
連携用地

まちづくり
連携用地

駅前広場
候補エリア
駅前広場
候補エリア

長期未着手の
都市計画道路の

見直し

自家用車、タクシー
の乗降可能な交通広
場の整備

駅と街をつなぐ
歩行者広場の整備

土地の有効活用
（公園・広場等）

取組の追加

取組の追加

エリアとしての
取組へ修正

駅前広場候補エリアまでの
一体的な検討を行う方針エリアと合わせた

検討を実施する方針

 重点プロジェクト１｜西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

（１）プロジェクトの概要



(3)重点プロジェクトについて
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 重点プロジェクト１｜西浦和駅前地区のにぎわいを生むまちづくりの推進

図 重点プロジェクト１のスケジュール

R18 以降R17R16R15R14R13R12R11R10R9R8想定する取組

賑わいが生まれる
ストリートの形成
（商店街エリア）

西浦和駅の
駅前空間の整備

西浦和駅にアク
セスするための
道路ネットワーク
の見直しと整備

地区計画
の決定

概略
検討

地区計画の規制に基づく
建築物等の建築や建替え

整備事業の推進

：市が主体となる取組 ：地域が主体となる取組

都市
計画
変更

合意形成 計画案
の調整

分科会設立

まちづくりの
方策の検討

合意
形成

検討成果
とりまとめ

地域が主体となった取組の実施

歩行者優先の道路空間に向けた舗装等の再整備や
交通規制の変更

概略
検討

合意形成 整備事業の推進都市
計画
変更

計画案
の調整

内容の調整

（２）スケジュール



(3)重点プロジェクトについて
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土地区画整理事業の当初の目標である
「都市基盤整備水準の向上」
「密集市街地の解消」
について、
現在の達成状況を整理してみると

一部の区域では、道路ネットワークや
公園の不足、防災性の不足がみられま
す。

土地区画整理事業を廃止するとともに、
現在のまちの構造は大きく変えずに、
一部の必要な区域では市街地の機能を少
しずつ改善していく取組を進めます。

 重点プロジェクト２｜市街地改善のまちづくりの推進と土地区画整理事業の廃止



（１）プロジェクトの概要

(3)重点プロジェクトについて
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 重点プロジェクト２｜市街地改善のまちづくりの推進と土地区画整理事業の廃止

建築物の防火性
能を高める準防
火地域の導入

公園等のオープンス
ペースの確保を目的

とした整備等

長期未着手の西浦和
第一土地区画整理事
業の都市計画の廃止

避難困難リスクの
解消に向けた道路

拡幅等
生活道路の交通の安
全性や利便性の向上
を目的とした整備等



(3)重点プロジェクトについて

16

 重点プロジェクト２｜市街地改善のまちづくりの推進と土地区画整理事業の廃止

（１）プロジェクトの概要

 避難困難リスクの解消を図るため、住民や地権者等と対
話・協力をしながら、地区計画制度の活用等の手法を検
討します。



(3)重点プロジェクトについて
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 重点プロジェクト２｜市街地改善のまちづくりの推進と土地区画整理事業の廃止

（２）スケジュール

図 重点プロジェクト２のスケジュール

R18 以降R17R16R15R14R13R12R11R10R9R8想定する取組

避難困難リスクの
解消に向けた道路
拡幅等

建築物の防火性能
を高める準防火地
域の導入

生活道路の交通の
安全性や利便性の
向上を目的とした
整備等

公園等のオープン
スペースの確保を
目的とした整備等

長期未着手の西浦
和第一土地区画整
理事業の都市計画
の廃止

：市が主体となる取組 ：地域が主体となる取組

UR都市機構
との協議

合意形成

都市計画
図書案の作成

都市計画廃止

地区計画の決定

※駅前空間整備における土地活用の手法検討は重点プロジェクト１にて取り組む

概略検討

地区内危険
箇所の把握

合意形成

都市計画
図書案の作成

都市計画
決定

実現可能性の高い区間から拡幅整備や
交通安全対策、交通規制変更

変更等を実施した後の土地利用規制に基づく
建築物等の建築や建替え

交通安全対策の検討

内容の
調整

合意形成

都市計画
図書案の作成

都市計画
変更

変更等を実施した後の土地利用規制に基づく
建築物等の建築や建替え

概略検討

概略検討



(3)重点プロジェクトについて
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 重点プロジェクト３｜まちづくりの実施体制の構築

（１）プロジェクトの概要

重点プロジェクト１と２を進めていくにあたって、地域住民や地権者、民間事業者、UR都市機
構等が協力して、地元組織が主体となってまちづくりを進められるような体制づくりに取り組
みます。

（２）想定する取組

（３）スケジュール

図 重点プロジェクト３のスケジュール

① 新たなまちづくり組織の設立・運営支援
② 分科会等の設立・運営支援

R18 以降R17R16R15R14R13R12R11R10R9R8想定する取組

まちづくり組織
の設立・運営

分科会等の
設立・運営

設立
支援

分科会等活動の実施

：市が主体となる取組 ：地域が主体となる取組

設立支援

まちづくり組織活動の実施

適宜運営の支援、情報提供

適宜運営の支援、情報提供
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アクションプラン（案）の説明は以上となります。

ここで一旦、休憩も兼ねた、周りの方々との意見交換や

質疑応答の時間とします。



第２部

今後のまちづくりの進め方について
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重点プロジェクト３｜まちづくりの実施体制の構築

(1)まちづくり実施体制の構築に向けて

21

現在の体制

西浦和駅周辺のまちづくりを一体的に考え
重要事項等を決定する組織が必要

西浦和駅東西地区
まちづくり協議会

西浦和駅前商店会

西浦和駅南口地区
まちづくり地権者
合同協議会

三者意見交換会
による情報共有

 重点プロジェクト３｜まちづくりの実施体制の構築



重点プロジェクト３｜まちづくりの実施体制の構築

(1)まちづくり実施体制の構築に向けて
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 重点プロジェクト３｜まちづくりの実施体制の構築



1）エリアプラットフォームについて

行政をはじめ、まちづくりの担い手であるまちづくり会社・団体、まちづくりや地

域課題解決に関心のある企業、自治会・町内会、商店街・商工会議所、住民・地権

者・就業者などが集い、まちの将来像を議論・描き、その実現に向けた取組(＝ま

ちづくり)について協議・調整を行うための場が、エリアプラットフォームです。

出典：まちづくりの可能性を広げるエリアプラットフォーム（国土交通省都市局まちづくり推進課）
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(2)エリアプラットフォームとは

1）エリアプラットフォームについて



2）エリアプラットフォームの構成

エリアプラットフォームには、官民の多様

な主体(構成者)が、まちの魅力向上や自ら

の活動の活性化など多様な目的で緩やかに

集まっています。

例)

① まちづくり会社・団体

 地域のまちづくりを推進する組織として、まちづくり
活動において中核的な役割を担うことが期待されます。

② 独立行政法人

 まちづくりに関する技術・知見を有する都市再生機構
(UR)等の参画により、取組内容の発展が期待されます。

③ 中間支援組織/大学

 まちづくりにおいてコーディネーターやサポーター、
専門的な知見に基づく助言などを行う組織であり、参
画・支援により、取組の円滑化や効果的な実施が期待
されます。

 専門家の立場としての参画・支援のほか、地域で活動
する組織として、学生がまちづくり活動に参画するこ
となどが期待されます。

出典：まちづくりの可能性を広げるエリアプラットフォーム

（国土交通省都市局まちづくり推進課）
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(2)エリアプラットフォームとは

①

②

③

2）エリアプラットフォームの構成



3）エリアプラットフォーム構築の代表的な効果

エリアプラットフォームを構築したまちづくりに取り組んでいる市町村に対して、構築によ

る効果を尋ねたところ、特に回答の多かった６つの効果をご紹介します。

出典：まちづくりの可能性を広げるエリアプラットフォーム（国土交通省都市局まちづくり推進課）
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(2)エリアプラットフォームとは

3）エリアプラットフォーム構築の代表的な効果



(2)エリアプラットフォームとは

エリアプラットフォームを構築し

たまちづくりに取り組んでいる市

町村のうち、５割前後が「広報・

プロモーション・イベントの実

施」「公共空間の維持管理・活

用」に取り組むほか、右記のよう

な幅広い活動に取り組んでいます。

まちの特性や課題を観察・分析し、対応する取組として何が望ましいか、
やってみたい取組はどんなものかを検討することが大切です。
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出典：まちづくりの可能性を広げるエリアプラットフォーム

（国土交通省都市局まちづくり推進課）

4）エリアプラットフォームの活動内容



(2)活動事例の紹介(例.埼玉県朝霞市)

1）官民連携組織『あさかエリアデザイン会議』(朝霞駅周辺地区)とは

「あさかエリアデザイン会議」とは、2021年より始まった、朝霞駅南口周辺エリアにおいて

「居心地が良く、歩きたくなるまち」と「人でにぎわう魅力的な商業エリア」の創出を目指

して、公園や街路空間など公共空間の活用を軸に、官民の多様なメンバーが連携して取り組

む官民連携組織(エリアプラットフォーム)です。 出典：あさかエリアデザイン会議

27

1）官民連携組織『あさかエリアデザイン会議』(朝霞駅周辺地区)とは



(2)活動事例の紹介(例.東京都中目黒)

28

推進体制

出典：ナカメ未来ビジョン

2）官民連携組織『ナカメをデザインする会議。』(中目黒駅周辺地区)

「ナカメエリアマネジメントと目黒区が中心となって、エリアプラットフォームである「ナ

カメをデザインする会議。」を運営し、活動状況の定期的な情報共有と進行管理を行いなが

ら、メンバー間で関連する取組の提案・アイデア出し・企画・マッチングを行い、公民連携

によるプロジェクトの事業化、区事業への反映を図ります。

2）官民連携組織『ナカメをデザインする会議。』(中目黒駅周辺地区)



取
組
１

開
始

(3)西浦和駅周辺におけるエリアプラットフォームの方向性(案)について

1）目的と基本的な考え方

【エリアプラットフォームの目的】

• （仮称）西浦和駅周辺エリアプラットフォームは、西浦和駅周辺のエリアにおいて、官と
民が一体となり、まちの課題や情報を共有し、アクションプランの実現に向けた活動を通
じて、まちの価値や魅力を創出することを目的とします。

【基本的な考え方】

• まちづくりに関係する主体である、地域住民や地権者、民間事業者、UR都市機構が協力し
て取組を進められるような体制づくりが必要です。まずは、アクションプランを踏まえた
取り組みを推進していく組織の構築に取り組んでいくことが必要です。

29

ちいさく始める
設立時は、エリアプラットフォーム活動を

スタートできるコンパクトな組織とします。

だんだん広がる
エリアプラットフォームにおける話し合い

や活動を通じて、段階的に構成員を増やした
り、プロジェクトを増やしたりできる、柔軟
な組織とします。

ムリなく続ける
地元関係者等が主体となりながら、無理な

く継続して活動することができる、シンプ
ルかつ持続的なシステムとします。

まちづくり
検討会等で
実施体制を

検討

（仮）
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周辺エリア
プラット
フォーム
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【現在】 【設立時】 【数年後のイメージ】
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1）目的と基本的な考え方



(3)西浦和駅周辺におけるエリアプラットフォームの方向性(案)について

• エリアプラットフォームは法人格のない任意団体であるため、登記などの定められた手続
きはありません。

• 今回の検討会においては、『「構成員」として参画するに際して、各々がどのような関わ
り方をしていくか』を確認し、令和８年度からのエリアプラットフォーム活動の推進を図
ります。
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エリアプラットフォームの目的や趣旨に賛同し、会の運営や活動に
積極的に参画いただける個人・団体は、構成員として参画すること
ができます。

構成員として想定される団体は、行政、自治会、商店会、任意のま
ちづくり団体、その他企業等が想定されます。

構成員の種別（会員、オブザーバーなど）を定めることも可能です。

構 成 員

・

・

・

2）まちづくりの実施体制の構築にあたっての確認事項



(3)西浦和駅周辺におけるエリアプラットフォームの方向性(案)について

3）分科会としての活動について

• エリアプラットフォームでの活動において、分野ごとにより専門的な検討を行う組織とし
て、エリアプラットフォーム内にて、分科会としての活動を行います。
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分科会の活動にあたっては、エリアプラットフォームの構成員より
リーダーを選出し（２名以上が理想）、連絡・調整などの事務局的
な役割を担います。

分科会への参画は、エリアプラットフォーム構成員だけでなく、特
定の分科会のみにスポット参加をしてもらう構成員を集うことも可
能です。

分 科 会

・

・

• エリアプラットフォーム（コア協議体）と分科会の関係（イメージ図）

エリアプラットフォーム（コア）

分科会Ａ

分科会Ｂ

まちづくり全体の検討や
意志決定を行う

特定のテーマに関する
検討や活動は分科会へ

検討・活動

検討・活動結果の報告
意思決定事項の報告

依頼・要望など

行政

必要に応じて

提案などを行う

オブザーバー

3）分科会としての活動について



(3)西浦和駅周辺におけるエリアプラットフォームの方向性(案)について

4）構成員のイメージ(ワークショップ)

• 西浦和駅周辺には様々な関係者がいます。エリアプラットフォームの設立に向けて、誰が
構成員となるか、どのような関わり方をしたいか等について、十分に話し合っておくこと
が必要です。

グループＡ：当日のイベントに参加したい【一般参加者】

・分科会として実施されるイベント等に来場したり、当日参加したりする。

グループＢ：分科会の企画・運営に部分的に関わりたい【構成員】

・特定の分科会にスポット的に参加し、アイディアを出したりする。

・オブザーバーとして参加し、助言する。

グループＣ：分科会の企画・運営に中心的に関わりたい【構成員】

・エリアプラットフォームの運営に積極的に参画する。

（分科会を組成したりなど）

グループＤ：コア会議の開催や運営・調整等を担いたい【構成員】

・事務局としての作業や、コア会議の段取り、メンバーへの周知などを行う。
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4）構成員のイメージ(ワークショップ)
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今後のまちづくりの進め方についての説明は以上となります。

ここからは、周りの方々との意見交換や質疑応答の時間とします。



その他
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エリアプラットフォームについて

令和８年度からエリアプラットフォームの活動を推進できるよう、検討会後もまちづ

くり実施体制の構築に向けた検討を進めて参ります。

今後、エリアプラットフォームの活動に興味があったり、参加を検討している方がい

ましたら、本日の第２回検討会の後、浦和西部まちづくり事務所までご連絡ください。

R8.3
策定
（予定）

R7.6R7.1
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
策
定

意見交換の
内容を反映

第５回
まちづくり
検討会

第１回
まちづくり
検討会

R7.9〜10
R7.11
（予定）

第２回
まちづくり
検討会

意見交換の
内容を反映

意見交換の
内容を反映

まちづくり
説明会

意見交換の
内容を反映

「（仮称）西浦和駅周辺まちづくりアクションプラン」を本年度中に策定する予定です。

策定に向けては、本検討会以降も説明会等を開催しますので、ぜひご参加ください。

今後の予定


